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１．監査対象 

   定期監査（地方自治法第 199条第１項、第４項）  

村政戦略部秘書企画課 

村政戦略部危機管理課 

総務部総務課 

健康福祉部住民課 

健康福祉部福祉課 

健康福祉部健康課 

産業建設部農林商工課 

産業建設部都市整備課 

教育課 

   行政監査（地方自治法第 199条第２項） 

村政戦略部危機管理課 

村政戦略部秘書企画課 

総務部総務課 

健康福祉部住民課 

健康福祉部福祉課 

健康福祉部健康課 

産業建設部農林商工課 

産業建設部都市整備課 

教育課 

                

 

２．監査期間 

月  日 監査対象課 

令和６年７月 12日（金） 村政戦略部危機管理課 

産業建設部都市整備課 令和６年７月 19日（金） 

令和６年９月 13日（金） 総務部総務課 

産業建設部農林商工課 令和６年９月 20日（金） 

令和６年 10月 11日（金） 教育課 

令和６年 10月 18日（金） 

令和６年 11月８日（金） 村政戦略部秘書企画課 

令和６年 12月 13日（金） 

令和６年 12月 20日（金） 健康福祉部住民課 

健康福祉部福祉課 

健康福祉部健康課 
令和７年１月９日（木） 
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３．監査の対象事務 

   定期監査     

・令和５年度における随意契約の状況及び令和５年度以前に実施した新庁舎建設

に係る事業の監査を実施する。 

   行政監査     

・令和５年度における服務規定に基づく職務の遂行状況、職員研修の実施状況及び

公用車の管理状況の監査を実施する。 

 

４．監査の着眼点 

   監査対象の事務の執行が、関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを

主眼とし、下記項目について検証した。 

  １．支出に係る事務は関係法令等に基づき、適正に執行されているか。 

  ２．契約に係る事務は関係法令等に基づき、適正に執行されているか。 

  ３．文書管理は関係法令等に基づき、適正に管理されているか。 

   

 

５．監査の方法 

   監査対象課から関係資料、証拠書類の提出を求め、照会調査するとともに、必要に応

じ関係職員から事情を聴取し、監査を実施した。 

 

 

６．監査の結果 

   監査の結果、概ね適正に執行されているものと認められたが、以下のとおり検討又は

改善を要する事項が一部見受けられた。以下に指摘した事項については必要な措置を

講じ、適正な事務の執行に努めること。 

   なお、検討又は改善を要する事項について必要な措置を講じられた場合には、その旨

を通知すること。 

 

〈検討又は改善を要する事項〉 

定期監査指摘事項 

（令和５年度における随意契約の状況について） 

【健康福祉部福祉課】 

 小吹台第４ちびっこ憩いの広場クビアカツヤカミキリ虫による被害樹伐採業務委託に

ついて 

・契約時に請書を作成しているが、仕様書と一体となっていない書類管理が確認され

た。 
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 ちびっこ老人憩いの広場（第３・第４）整備にかかる備品購入業務について 

・複数業者より見積を徴収し、見積調書を作成しているが、内容の訂正が加筆されてい

る。金額に関わる部分であるため、訂正印を押すなどの適切な処置を行うこと。 

・契約時に作成した請書について、受注者の名称については住所、名称及び代表者名を

記載することとなっているが、代表者名が記載されていなかった。 

 

【健康福祉部健康課】 

新型コロナウイルス予防接種予約令和５年春開始接種の個別接種に伴う初期設定等委

託業務について 

・作成した契約書に収入印紙が貼付されていなかった。 

 

 【産業建設部都市整備課】 

  千早赤阪村コミュニティバス バス停標識柱購入業務について 

・契約書を２部作成しているが、相手方に渡すべき１部がそのまま文書として保存され

ている。また、契約書と仕様書が一体的に綴じられていない書類管理が確認された。 

 村道上東阪線陥没部応急復旧工事について 

・緊急であることを理由に、比較見積を徴さずに「緊急工事施工依頼書」を作成し、工

事の発注を行っている。緊急工事施工依頼書による工事発注の事務手続きは大阪府

の随意契約ガイドラインを参考にして実施したとのことであるが、村の随意契約の

ガイドラインにはこの制度、様式はない。今後村がこの制度を採用するのであれば、

早急に関係する規則、ガイドライン等の見直しを検討されたい。 

 村道西峯唐谷線外 4路線土砂撤去工事について 

・令和５年６月２日の豪雨による村道５路線の土砂撤去に係る契約である。同年 11月

２日に契約が行われ、11月 28日に公示が完了している。発災から契約までなぜ長期

間を要したのか、また、契約期間内の工程表がなく、５路線をどのように施工してい

ったのかが不明瞭である。 

 

【教育課】 

・文化財保護事業費の消耗品費として中性紙保存箱を 33,000円で購入している。３万円

を超える支出であるため、他１者以上の確認記録、随意契約理由書及び請書の作成が必

要となるが、それらの書類が作成されていなかった。 

・請書を作成している随意契約について、請書と仕様書が一体となっていない書類管理が

複数確認された。 
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行政監査指摘事項 

（令和５年度における服務規定に基づく職務の遂行状況について） 

・千早赤阪村職員服務規程において、職員の出張命令簿等は規程に定められた様式にて

手続きすることとなっているが、令和３年度に庶務事務システムを全庁的に導入し

ており、現在はシステム上において申請することとなっている。現状の手続きに合う

ように規程の改正を検討すること。 

 

（令和 5年度における公用車の管理状況について） 

 ・千早赤阪村庁用自動車の管理及び運行に関する規程第５条第４号により、管理責任者

は車両管理台帳（様式第１号）を整備することとなっている。各課において作成した

車両管理台帳を確認すると、責任保険、賠償保険、年間走行距離及び修理記録等の欄

が未記入となっている課が複数確認できた。 

・毎日の運行状況については同規程第７条第３号に定める運転日誌（様式第２号）に記

録することとなっており、給油についても記録する欄がある。健康福祉部福祉課、産

業建設部農林商工課及び産業建設部都市整備課の車両の運転日誌を確認すると、１

回の給油で 500ｋｍ以上走行しており、給油の記録漏れと思われる箇所が確認できた。 

・車両を保有する課、施設等の長を管理責任者として定めているが、運転日誌には管理

責任者の確認がされた記録がない。期間を定めて管理責任者が確認することを検討

されたい。 

 

 


